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議案第６０号

取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について

取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例（平成１７年条例第１０９号）の一

部を別紙のとおり改正する。

平成２９年１２月１日提出

取手市長 藤 井 信 吾

提案理由

取手市立取手グリーンスポーツセンターにおいて，団体での営利宣伝を目的とした

利用に関し，使用料を加算した上で利用を認めることとするため，本条例の一部を改

正するものです。
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取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例（平成１７年条例第１０９号）の一

部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。

改正後 改正前

(利用の不許可) (利用の不許可)

第 8条 教育委員会は，次の各号のいずれか

に該当するときは，利用の許可をしないも

のとする。

第 8条 教育委員会は，次の各号のいずれか

に該当するときは，利用の許可をしないも

のとする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 営利宣伝を目的とすると認められる

とき(団体利用により取手市立取手グリ

ーンスポーツセンターを利用する場合

を除く。)。

(2) 営利宣伝を目的とすると認められる

とき。

(3)から(5)まで （略） (3)から(5)まで （略）

改正前（対応する改正後の欄はこの欄の次に記載）

別表第2(第9条，第20条関係)

取手市立取手グリーンスポーツセンター

(単位：円)

備考

(1) 市民(市内に在住し，在学し，又は在勤する者をいう。)及び我孫子市民以外の利

用者の施設使用料は，5割増しの額とする。ただし，コインロッカー使用料を除く。

(2)から(10)まで (略)

施設の名称

アマチュアスポーツに利

用する場合

営利・宣伝を目的としない

アマチュアスポーツ以外

に利用する場合
個人使用料

団体使用料 団体使用料

(略) (略)

第 1 体育室の項

からコインロッ

カーの項まで

(略) (略) (略)
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付 則

（施行期日）

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

（準備行為）

２ 教育委員会は，この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前においても，

この条例による改正後の取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例の規定に

基づく施行日以後の利用に係る申請の受付，利用の許可，使用料の徴収その他必要

な準備行為を行うことができる。

改正後（対応する改正前の欄はこの欄の前に記載）

別表第2(第9条，第20条関係)

取手市立取手グリーンスポーツセンター

(単位：円)

備考

(1) 市民(市内に在住し，在学し，又は在勤する者をいう。次号において同じ。)及び

我孫子市民以外の利用者の施設使用料は，5割増しの額とする。ただし，コインロ

ッカー使用料を除く。

(2) 営利宣伝を目的とする利用の場合における施設使用料は，市民及び我孫子市民以

外の利用者の団体使用料の額に 100 分の 220 を乗じて得た額とする。

(3)から(11)まで (略)

施設の名称

アマチュアスポーツに利

用する場合

アマチュアスポーツ以外

に利用する場合

個人使用料
団体使用料 団体使用料

(略) (略)

第 1 体育室の項

からコインロッ

カーの項まで

(略) (略) (略)


